
 

 

児童生徒の情報モラル教育の推進について 

  

教 学 指 導 課 

教学指導課心の支援室 
 

１  現状と課題 

「情報モラルに関わる緊急調査」(平成23年11月 心の支援室実施)による 【別紙参照】  

  ○ 本年度、携帯電話や情報モラルに関する生徒指導上の問題が発生している学校は、中学校では約 

40％、高等学校では約50％となっている。 

○ 問題の内容では、加害・被害とも人権侵害・名誉毀損・侮辱が最も多く、中学校では26％、高等

学校では約30％となっている。 

○ 各校では、情報モラル教育の必要性を認識し、計画的な情報モラルの指導を行っているが、校内

研修会の実施状況は、小・中学校では約60％、高等学校では約50％にとどまっている。 

○ 情報化社会の急速な発展に対応するための教職員の知識や、児童生徒の実態把握に不十分な面が

ある。 

○ 情報モラルの問題について、児童生徒、保護者、教職員の捉え方にばらつきがあり、学校と家庭

との課題の共有化が難しい。 

 

２  対応策 

（１）新たな取組 

   ① 全小中学校の情報担当職員対象の研修の実施 

・ 平成24年度情報化担当教員研修会（５月） 

・ 参加者が学校に戻り、校内研修会を実施 

② 学校における情報モラル教育推進の環境整備 

・ 「情報モラル教育」に関する最新の教材・資料の集積や活用の促進 

・ 「情報モラル教育」指導者に関する人材情報の提供 

   ③ 学校のＩＣＴ化をサポートする体制づくり 

・ 県教育委員会事務局内に「情報教育推進プロジェクトチーム」を設置 

・ 「学校における指導」「学校・家庭・地域の具体的な連携」のあり方についての研究を推進 

 

（２）充実・改善する取組 

   ① 管理職への意識啓発 

・ 校長会、教頭会等で情報モラルに係る最新情報の提供 

・ 校内研修活性化の促進 

② 多様な機会を捉えた「情報モラル研修」の実施 

・ 生徒指導主事会議、人権教育連絡協議会（小・中・高・特別支援学校の教員）、 

教育課程研究協議会（高等学校情報部会）等における「情報モラル研修」の位置付け 

③ 総合教育センター研修の充実  

・ 「情報モラル教育」に関する希望研修講座の受講定員枠の拡大 

・ 悉皆研修（初任者、５年経験者、10年経験者研修）における「情報モラル研修」の充実 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


